
 

 

届出・申出対象地域 

 
 
 

税制上の特例 

公拡法第６条第１項の協議に基づき地方公共団体等に土地等が買い取られる場合の譲渡

所得の 1,500 万円の特別控除（租税特別措置法第 34 条の 2 第 2 項第 4 号） 

公拡法により先買いされた土地は、土地所有者に対し、届出ないし譲渡制限といった

義務ないし制限を課すことにより、一種の権利制限のもとにおいて譲渡されるもので

あることを考慮し、公拡法の趣旨である「都市の健全な発展と秩序ある整備」に資する

用途に供することで、税法上も公有地の拡大による都市環境の整備に資するため措置

されている。 
 
 

先買い制度の活用状況 

・「先買い制度における届出及び申出件数等の推移」及び「買取り目的別の先買い状況の

実績の推移」（過去 10 年） 

 

 ※４ページ目の資料を御覧ください。 
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先買いに係る土地の管理について 

・公拡法第９条第１項で定める用途の範囲は非常に広く、当初の買取り目的と異なる用途へ

の使用も可能 

先買いされた土地は、土地所有者に対し、届出ないし譲渡制限といった義務ないし制限

を課することにより買い取ったものであるが、公拡法第９条第１項第１号から第３号に

掲げる相当の公共性ないし公益性を有する広い目的（事業）のために使用することが可能。

また、この範囲においては当初の買取り目的とは異なる用途への使用も可能。 

さらに、平成１８年の法改正により、一定の要件を満たす先買いされた長期保有土地に

ついては、地域の実情に応じた「都市の健全な発展と秩序ある整備」に資する事業の用に

供することも可能。 
 
・先買い土地の用途一覧 

 
 
 

先買い土地の有効活用事例 

公拡法第 9 条第 1 項第１号から第３号の範囲で、当初の買取り目的である用途を変更

し有効活用した事例及び同項第４号の規定に基づき、一定の要件を満たす先買いされた

長期保有土地で地域の実情に応じた「都市の健全な発展と秩序ある整備」に資する事業の

用に供された事例を紹介。 
 

 ※５ページ目の資料を御覧ください。 
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